
新型コロナウイルスの危機に際して、欧州委員会の最優先事項は、利用できる
あらゆる手段を駆使して、EU市民の健康と福祉を守ることです。

欧州委員会は、次のような多面的な取り組みを実施しています。

https://eeas.europa.eu/delegations/japan_jawww.eujapanspa.jp
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EU加盟国の医療制度を直接支援する 
ことを目的に「健康のためのEU連帯 
イニシアチブ」を発足。欧州の医療制度の 
ニーズに対応するため、60億ユーロの 
資金を提供しています。

効果的な危機連携戦略として、以下を実施：

さらに、「早期警戒・対応システム」を通じて、国境を越えた健康への 
深刻な脅威を周知しています。

保健大臣と 
の定期的な 

協議

健康の安全 
保障に関する 
委員会の会合

EUおよび加盟国の 
首脳レベルでの 

ビデオ会議

期待される効果： 

迅速な情報交換

広範なモニタリング

対応措置の連携

以下のガイドラインを採用することで、高品質な
コロナウイルス検査の実施を確保：

検査キットや器具の
公正な分配に向け
た連携

レファレンスラボラトリー
（基準検査機関）の 
ネットワークの構築

検査キットの 
品質基準の
設定

検査器具の 
偽造品の撲滅

欧州委員会は、以下の目的と対策のため、援助を必要としている
EU加盟国を支援するためのガイドラインを採択： 

国境を越えた患者の移送の手配 

国境を越えた医療支援の促進 

国の医療制度への負担の軽減 

医療費の払い戻しに向けた措置 

二国間・地域間協定の活用の促進

欧州委員会は、科学的根拠に基づいたEU対応 
ガイドラインの策定とリスク管理措置の連携の 
ため、EU加盟国の7名の疫学およびウイルス 
学の専門家から成るコロナウイルスに関する 
諮問委員会を設置しました。


